
「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-1 巽山公園の柵をフェンスに変えてほしい 

ご意見 巽山公園周囲の柵がフェンスではないため、ボールが転がってしま

う。車通りも多いため、事故防止のためにもフェンスに変更していた

だけないでしょうか。 

回答 巽山公園のフェンス整備についてですが、久慈市が管理する公園で

は、他の利用者に危険が及ぶ恐れがあるため、ボール遊びを禁止して

おります。ボール遊びをする場合は、芝生広場が整備されている久慈

市総合防災公園がご利用いただけます。 

なお、ご提言いただいた後、現地を確認したところ、巽山公園にはボ

ール遊びを禁止する看板が設置されておりませんでしたので、早急に

看板を設置いたしました。利用者の皆様には、ご迷惑をおかけし大変

申し訳ありません。 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
 

 



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-2 巽山公園の駐車場が狭い 

ご意見 巽山公園の駐車スペースが狭く、限られているため、利用を断念す

ることもあった。スペースの拡大が実現できれば利用しやすくなる。 

回答 巽山公園の地形上、駐車スペースを拡大することができませんが、

満車時には中町イベント広場へ誘導するよう案内看板を設置いたしま

した。 

今後におきましても、公園の適切な維持管理に努めてまいりますが、

お気付きの点がありましたら情報提供くださいますようお願いいた

します。 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 

 

 

 



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-3 小学校のカバンを指定すべき 

ご意見 小学校のランドセルを学校指定カバンに変更する考えはないか。ラ

ンドセルの準備、コスト面、子どもの負担等を考えると指定カバンの

方が助かる。 

回答 現在、久慈市内にあるすべての小学校で、ランドセルの使用を指定

していないものの、全児童がランドセルを使用しています。 

１年生の入学にあたり、１年生はまだ体が小さいため、ランドセル

は体の比重に対し、とても大きく重く感じ、親としては登下校だけで

も大変だと感じると思います。 

しかしながら、ランドセルは防水性に優れ、頑丈であり、転倒時や車

との接触時にクッション代わりになりケガの防止ができる例がありま

す。 

また、ランドセル自体は軽量化が進んでおり、重さ自体は改良され

ておりますが、中に入れる教科書の重さが問題とされております。小

学校ではそれを防ぐために、すべての教科書を持ち帰らず、必要がな

い場合は置いて帰ることも認めています。 

そのほか、ランドセルは一目見て小学生であることがわかるため、

防犯対策の面でもメリットがあります。 

それらの観点からランドセルの指定カバン化について、現在、市教

育委員会として各小学校に対し変更の依頼は考えていないところであ

りますが、新１年生の身体的な負担にならないよう各小学校には依頼

しています。 

担当課 学校教育課  電話：0194-52-2155 
 

 



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-4 公園と遊具を増やしてほしい  

ご意見 小さい子のいる家庭では、天気の良い日は公園に行くことが多い。

しかし公園の規模も小さく、公園の遊具が不足していると思う。盛岡

などでは、遊具も年齢に応じ多くあり、遊んで家も楽しい。同じようと

はいかなくても、コロナ渦の中、外遊びをさせるためにも、公園の数を

増やし、遊具を設置してほしい 

回答 久慈市では、安全に利用して頂くよう長寿命化計画を策定したうえ

で、現在設置されている遊具を修繕や更新を順次進めているところで

あり、公園の数や遊具の設置箇所等についても、全体の配置状況を勘

案しながら、新設あるいは増設について検討してまいります。 

今後とも、市民の憩いの場の提供に取り組んでまいりますので、ご

理解とご協力をお願いいたします。 

担当課 建設整備課  電話：0194-52-2124 

 

 



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-5  子育てにやさしいまちづくりを 

ご意見 子育てに関しては、他の地域より進んでいない点が多い。他の地域

より何が遅れているのか考え、勉強してほしい。 

また健診のアンケートを取るならば、久慈でなぜ子育てをしたくな

いのか、理由を書く欄を設けるべきだ。その欄もないのに、アンケート

を取るのは不自然。子育てにやさしいまちづくりをお願いしたい。 

回答 親子が自由に集い、子育ての総合的な支援が受けられる屋内施設と

しては、子育て支援センター（川崎町、地下道脇）、しあわせ SUN つど

いの広場（二十八日町、東北銀行脇）があります。この施設には、授乳

室、おむつ交換台、子どもの遊びのスペース等があり、小さいお子さん

も安心して無料でご利用いただけます。 

また、各種行事等も開催しており、親子で気軽に参加できます。さら

に、子育ての悩みや不安の相談も受けており、子育て支援の情報提供

や親子の交流の場となっております。 

アンケートに関しましては、その内容について今後研究し、子育て

世代の皆様の声を十分に把握できるよう努めてまいります。 

今後におきましても、他市の子育て支援について参考にしながら、

安心して子育てできる環境整備に努めてまいります。 

担当課 子育て世代包括支援センター  電話：0194-66-8288 

 

  



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-6 侍浜町横沼地区漁村緑地広場のトイレの洋式化 

ご意見 この広場は幼児や小学生、中学生、さらに高齢者など、多く利用され

ています。特にも、「健康づくり、仲間づくり、地域づくり」をモット

ーに、まちづくり活動として「グランド・ゴルフ」を取り入れ、13年

間続いており、４月～11 月のシーズン中、延べ 180 日、2,800 人程度

の活動となっております。 

ところが、ゴルフ愛好者は、70～80 代が多く、足、膝等が不自由な

方も多く、トイレの利用に難儀している人も多く、ある人は競技中、洋

式でないと用足しできないので、わざわざ自宅に行っている人もあり

ます。 

回答 当該広場は平成９年度に供用を開始しておりますが、ご指摘のとお

りトイレの大便器は和式となっております。そのため、利用者の方々

に不便をお掛けしていることは認識しておりますが、トイレの洋式化

については、便器の交換にとどまらず、給水、排水設備の移設や電源設

備の新設、ドアの改修など、多額の費用が必要となることから、早期の

抜本的な対応は難しい状況であることをご理解願います。 

担当課 林業水産課  電話：0194-52-2122 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-7  小久慈橋付近の市道について 

ご意見 小久慈橋から十文字カンパニー交差点までの市道両端に砂利等が蓄

積し土ホコリが激しく工事現場と同じ状態です。（側溝も詰まっている

のでは 散歩など目に入り大変で特に右側。） 

回答 大型車の通行も多く、道路の両端に砂利等が蓄積している状況であ

りますので、側溝清掃も含め適切な維持管理に努めてまいります。 

担当課 建設整備課  電話：0194-52-2124 

 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-8  小久慈橋の橋脚 

ご意見 小久慈橋の橋脚（県道から２脚目）が、台風の影響か、欄干、道路の

継目の凹凸や欄干の亀裂が激しくなっている。 

回答 小久慈橋について、現地確認いたしました。 

橋梁の継目の凹凸が約６cmあり、欄干の亀裂箇所も確認してまいり

ました。 

凹凸については、先日、応急対応により解消を行いました。高欄につ

いては、通行車両の支障となる部分ではありませんでしたので、経過

観察を行いながら補修時期を検討してまいります。 

なお、橋梁は重要なインフラであり、橋梁の延命化を図っていくこ

とを目的とした「久慈市橋梁長寿化計画」を策定し、定期的に点検を行

い、損傷度や健全度など調査し、それを基に順次補修を行っていると

ころであります。 

今回頂いた情報を基に再度調査を行い、小久慈橋の延命化に努めま

す。 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-9  小久慈橋手前の用水管 

ご意見 小久慈橋手前（県道側から）の用水管（ヒューム管）が沈み排水が凹

に溜まり悪臭や見た目悪い。（原因は重車両によるかヒューム管の基礎

では） 

回答 現地を確認したところ、用水管の沈みは確認できませんでしたが、

接続する用水路が老朽化により破損し泥が溜まり、悪臭を発生させて

いる状況でありましたので、水路管理者である久慈市土地改良区と連

携しながら、堆積している土砂の撤去及び水路の改修について検討し

てまいります。 

担当課 建設整備課  電話：0194-52-2124 

 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-10 市道法面の斜度がきつい 

ご意見 小久慈橋（県道側から）手前、市道、左側法面の勾配がきつく高齢に

なり、草刈りなど用水路に落ちる危険を感じます。（市道は傾斜角度が

決まっていないのでしょうか） 

回答 小久慈橋（県道側から）手前の市道左側法面勾配につきまして、市

道の基準に定められた傾斜角度で築造することとなっておりますが、

土地の制約等もあり、やむを得ず急勾配の法面となっているもので

す。 

法面勾配を確保するためには道路改良等多額の事業費を必要とする

ことから、草刈り作業上の安全確保の観点から、水路管理者である久

慈市土地改良区と連携し、財政状況等を勘案のうえ用水路の蓋掛け等

により対応するよう検討してまいります。 

担当課 建設整備課  電話：0194-52-2124 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-11 宇部町道路標と減速ドットラインが擦れて見えない 

ご意見 道路標示が擦れて見えないので、対応をお願いします。 

通学路なので、通行車両に明確に確認できるようにしていただきたい。 

宇部町畠山商店から宇部保育園と宇部小学校と宇部中学校の国道入

り口の横断歩道と前後に「横断歩道があります」の標示。そして、追加

で標示 40を入れていただきたいです。 

回答 道路標示がすれて見えないこと並びに道路標示の追加についてです

が、横断歩道等の交通安全施設につきましては、岩手県公安委員会（岩

手県警察本部）が所管し、設置や管理をしておりますことから、ご提言

については、久慈市より久慈警察署に情報提供し対応を依頼してまい

ります。 

 また、横断歩道前の減速ドットラインについては、道路管理者であ

る三陸国道事務所久慈維持主張所の管理となることから、同様に情報

提供し対応を依頼してまいります。 

担当課 生活環境課  電話：0194-54-8003 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-12 乳幼児医療費助成を未就学児まで拡大してほしい。 

ご意見 乳幼児医療費助成を未就学児まで拡大してほしい。 

回答 子どもは未来を担う存在であり、安心して子どもを生み、育てる環

境を整備し、支援することが大変重要であると強く認識しております。 

久慈市におきましては、厳しい財政状況ではありますが、令和２年

８月から中学生までの医療費助成を現物給付化し、乳幼児医療費助成

制度につきましては、３歳未満の乳幼児の所得制限を撤廃したところ

です。本来、医療費助成制度は、国において全国統一の制度創設を行

い、どこに住む子どもでも必要な医療を安心して平等に受けられるよ

うにすべきものと認識しており、これまでも国、県に対して要望活動

を行ってきたところではありますが、今後につきましても、子育て世

帯の皆様の負担軽減を図るため、医療費助成制度の更なる拡充に向け

て国や県に対して財政支援を強く要望するとともに、市といたしまし

ても検討を行ってまいります。 

担当課 市民課  電話：0194-52-2118 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-13 医療費助成の申請を、元気の泉でも受け付けてほしい 

ご意見 医療費助成の申請を、元気の泉でも受け付けてほしい。受給者証後

日送付であれば、申請書を預かっていただいてもよいのでは？保護者

の負担を少なくしてほしい。 

回答 医療費助成の受給者証につきましては、現在、窓口での即時交付を

行っており、交付直後から受給者証を利用できるよう努めているとこ

ろです。医療費助成の申請を元気の泉で受け付けることにつきまして

は、保護者の負担軽減の観点から導入に向けて検討を行ってまいりま

す。 

担当課 市民課  電話：0194-52-2118 

 



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-14 市外通院の交通費助成 

ご意見  市外病院でしか対応できないため、紹介状が出された場合に、交通

費や宿泊費を助成してほしい。（子どものアレルギー治療が市内の小児

科ではできないため、盛岡の病院に通院することになり経済的にも負

担が大きい） 

回答 久慈市では、ハイリスク妊婦への妊産婦健康診査に係る交通費助成

金を交付しているところですが、個人が医療を受ける場合の交通費及

び宿泊費に関する助成は、現在、全年齢を通して実施に至っていないと

ころであり、今後総合的に判断し検討させていただきます。 

担当課 子育て世代包括支援センター  電話：0194-66-8288 

 

 



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-15 子ども用遊具のある公園を禁煙にしてほしい 

ご意見  子ども用遊具がある公園は禁煙にしてほしい 

回答 令和元年７月１日に一部施行となった健康増進法は、公園等の屋外

については禁煙の措置は講じていませんが、子ども等の特に配慮が必

要な人が集まる場所や、近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮

することとされています。 

市といたしましても、子どもをはじめ、不特定多数の方が利用する

公園におきましては、望まない受動喫煙を防止する必要があると考え

ておりますことから、今回のご提言を踏まえ、久慈市が管理する公園

には、受動喫煙に関する啓発看板を設置することといたしました。 

今後におきましても、安全、快適に公園を利用できるよう適切な維持

管理に努めてまいりますが、お気付きの点がありましたら情報提供く

ださいますようお願いいたします。 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-16 出産・育児支援給付金の支給拡大、育児支援事業の継続 

ご意見 10 万円の出産・育児支援給付金を令和３年度生まれの子にも支給し

てほしい。育児支援事業（ヘルパー等）も継続してほしい。 

回答 出産・育児支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏

まえ、子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、国の特別定額給付

金の対象外となる令和２年４月 28 日から令和３年４月１日の期間に

出生した子どもの母に対し、臨時特別的な給付措置として実施してま

いりました。令和３年度につきましては、平成 28 年度から実施してい

るべっぴん商品券１万円分を出産祝金として交付しているところで

す。 

今後は、子育てにおける経済的な負担が少しでも軽減され、安心し

て子育てができるよう、各種子育て支援関連事業と併せて総合的に判

断し検討させていただきます。 

育児等支援サービス事業は、コロナ禍において里帰り等による市外

にある実家等から支援を受けることができない妊産婦に対し、助産師、

保健師、ホームヘルパー等の派遣支援を受けることができるサービス

として令和２年度に臨時特別的に実施いたしました。 

令和３年度につきましては、実施は予定していないところですが、

現在市内には、民間の育児等サービスがあることから、民間サービス

を利用していただきたいと考えております。 

今後は、更なる社会資源の把握と子育てサービス利用者への情報提

供を行い、民間団体と連携しながら子育てサービスの充実に努めてま

いります。 

担当課 子育て世代包括支援センター  電話：0194-66-8288 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-17 寺里第 28 地割の道路整備 

ご意見 寺里第 28地割内の道路が狭く、対向車が来た場合危険を感じ、落石

や山からの湧水があり、いつ車が落ちてもおかしくない状況です。 

回答 寺里 28 地割内の道路は、森林の整備・保全を目的として設けられた林

道であり、現在の林道規格上の道路幅員が確保されていることから、

拡幅整備等を実施する予定はない状況です。 

しかしながら、本路線は生活道として利用されている実態もあるこ

とから、落石や湧水等につきましては、適切な維持管理に努めてまい

りますので、ご理解をお願いいたします。 

担当課 林業水産課  電話：0194-52-2122 

 



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-18 外灯を設置してほしい 

ご意見 寺里第 28地割の外灯はあるが、暗すぎる。外灯を付けてください。 

町内会の電球はついていますが、暗すぎます。 

回答 現在、市内の防犯灯は、市所有分と町内会等所有分を合わせて約

3,800 灯あり、全体的な老朽化とＬＥＤ灯への更新が課題となってい

る状況です。 

防犯灯の設置や更新につきましては、町内会と費用負担等の協議を

経た後に実施することとしており、本件も町内会長と現地確認をし協

議した結果、ご提言いただいた周辺に設置する防犯灯のＬＥＤ化を実

施することといたしました。 

今後も、市内各地域の安心・安全を守るため、防犯灯の設置と更新に

努めてまいります。 

担当課 生活環境課  電話：094-54-8003 

 

 



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-19 動植物マップの作成を推奨します 

ご意見 長内川に針魚が生息していることはご存知か。また、久慈、長内川流

域の沙魚類の数は侍浜、山根等の里山には多くのカタクリの群生地が

有。自然散策コースとして内外に宣伝する資料としてはいかがか。 

回答 久慈市では、久慈平庭県立自然公園や総延長が国内上位の鍾乳洞で

ある「内間木洞」をはじめ、平成25年に創設された「三陸復興国立公

園」など、恵まれた自然景観を活用し、教育旅行の受け入れ、「歩く旅」

を楽しむ「ヘルスツーリズム」や「みちのく潮風トレイル」のほか、地

形・地質遺産の「三陸ジオパーク」を活用し、市域を超えた交流・連携

につなげる取り組みを行っております。 

 また、三陸沿岸道路の整備に伴い、観光客の行動ルートが大きく変

化することが見込まれることから、隣接町村の観光関係者との情報共

有を図り、広域圏内の観光施設、観光資源、各地域の「食」など、地域

全体の観光力向上に努めているところです。 

いただいた針魚や沙魚、カタクリの群生地などのご意見につきまし

ては、関係部局と連携しつつ、景観・生態環境等に配慮しながら、観光

ガイドでの研修などの機会を通じ、今後の観光資源として検討してま

いります。 

担当課 商工観光課  電話：0194-52-2168 

 

 



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-20 北港の砂を舟渡海岸に運ぶことはできないか   

ご意見 震災以後、北港には砂が溜まって、小魚等を釣ることもできない。 

一方、舟渡海水浴場は年々浸食されているのか少しずつ砂が減って

いるのではないかと言われている。 

北港の砂を舟渡海岸に運んでくることはできないものか。勿論、市

の管轄ではないだろうが、県の方に進言してみてはどうだろうか。 

回答 港湾管理者である岩手県に確認したところ、「当該箇所は土砂堆積が

著しく、現在は施設を用途廃止し、バリケードにより一般の立入を制

限している箇所であることから、土砂の撤去は実施していない。」と伺

っております。 

また、舟渡海水浴場につきましては、毎年度開設前に砂浜の整地作

業を行い、状況を確認しているところですが、北港を含め他にも海水

浴場に適した砂がある場合は、地権者と相談しながら引き続き検討し

てまいります。 

担当課 林業水産課  電話：0194-52-2122 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-21 広報くじ慶弔欄のフリガナ掲載 

ご意見 百歳を迎えた方はカタカナ、ご結婚や誕生の欄にはふりがなが無い

と読めないなと感じています。 

回答 慶弔欄のフリガナについて、久慈市も県内多くの市町村と同じく、

出生欄のみ記載しておりました。 

しかしながら、ご指摘のありましたとおり、読みづらい名前もある

ことから、久慈市では広報６月１日号から慶弔欄の名前にフリガナを

記載することといたしました。 

今後も、わかりやすい紙面構成を考慮し、ご意見をいただきながら

引き続き取り組んでまいります。   

担当課 地域づくり振興課  電話：0194-52-2116 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-22 新型コロナウイルスワクチン接種の優先順位 

ご意見 コロナワクチン、85歳以上からは間違っていると思う。 

回答 新型コロナウイルスのワクチン接種については、最初に医療従事者

を、そして次に高齢者を対象として接種を進め、その後順次基礎疾患

のある方や、若い方々へと広げていく予定としております。 

 その中にあって、高齢者を優先して接種することとしておりますの

は、なによりも「命を守る」ことを優先にしているためです。報道等が

なされているとおり、高齢の方は発症すると重症化しやすく、命の危

険にさらされる可能性が高いことから、優先して接種を行うよう、国

において決定しているものです。 

 久慈市といたしましても、もちろん命を守ることを最優先に、高齢

者の中でも特に年齢の高い方から順に接種を進めていきたいと考えて

おります。 

担当課 ワクチン接種対策室  電話：0194-54-8007 

 

 



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-23 新型コロナウイルス感染者の情報開示 

ご意見 どの地区に感染者が出たか皆に知らせるべきではないでしょうか。

避けようがありません。 

回答 久慈市内で新型コロナウイルス感染症患者が発生した際、防災行政

無線や市ホームページ等で市長メッセージを発し、市民に対して感染

予防対策をより一層徹底するよう、注意喚起を図っております。 

 また、久慈保健所において、濃厚接触者等の把握や検査、接触箇所

の消毒指導などを通じ、感染拡大の防止に努めております。 

 ご提言のありました患者情報の公開につきましては、感染拡大防止

のため必要と判断された場合に患者や関係者の了承を得たうえで、県

において必要な情報を公開しておりますが、過度な情報の公開は患者

個人を特定する行為に繋がりかねず、また、患者やその家族などへの

差別や偏見、誹謗中傷にも繋がりかねないことから、情報の公開は慎

重に行っているところであります。 

 全国的にも、県内においても感染の収束はいまだ見られないところ

であり、予断を許さない状況であることから、引き続き、基本的な感染

予防対策の徹底をお願いします。 

担当課 保健推進課  電話：0194-61-3315 

 

  



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和３年５月分） 

 

見出し 0305-24 指定難病者の新型コロナウイルスのワクチン接種 

ご意見 指定難病を患っているが、基礎疾患を持つ高齢者からワクチン接種を

すると言っているのに、未だに案内がないのはおかしいと思う 

回答 新型コロナウイルスのワクチン接種については、最初に医療従事者

を、そして次に高齢者を対象として接種を進め、その後順次基礎疾患

のある方や、若い方々へと広げていくことが、国の方針として示され

ており、当市といたしましてもこの方針に沿って、接種を進めており

ます。 

 現在は高齢者の方々を優先して接種を進めておりますが、65 歳以上

の方全員に一度に接種券を発送しますと、予約等において混乱が生じ

ることが見込まれたため、年齢の高い方々から順番にご案内させてい

ただいております。 

 高齢者は全体が最優先となることから、基礎疾患を持つ方をさらに

優先してはいないため、お待たせしており申し訳ございません。65歳

から 69 歳の年齢の方々には、６月７日に接種券を発送する予定として

おりますので、もう少しお待ちいただければと思います。 

担当課 ワクチン接種対策室 電話：0194-54-8007 

 


